
納税義務者（世帯主）の住所及び氏名が印字されます。

更正前後の税額(年額)及び増

減額が印字されます。

特別徴収（年金天引）

対象者のみ印字されます。

変更理由及び対象者等が印字されます。

(例)12月1日転入(取得)の場合、12月～

翌3月の4ヵ月分の賦課額となります。

口座振替対象者

のみ印字されます。



加入者の基準総所得金額(合計)が印字さ

れます。

政令軽減対象者のみ印字されます。

月割・端数調整額が印字されます。

※特例対象被保険者の減額も併せて反映されます。

月割・端数調整額を反映した年間保険

税額が印字されます。

※以下、支援金分・介護分も同様。

40歳～64歳までの加入者がいる場合

に印字されます。


